
納付期限９月２日㈪ 市・府民税第２期、国民健康保険料第３期、後期高齢者医療保険料第２期、介護保険料第２期の普通徴収　収納課　☎０６（６９０２）５９３５

国
民
年
金
保
険
料
の
追
納
制
度

　

国
民
年
金
保
険
料
の
免
除
や
納
付

猶
予
、
学
生
納
付
特
例
を
受
け
た
場

合
、
年
金
の
受
給
資
格
期
間
に
は
含

み
ま
す
が
受
給
額
は
保
険
料
を
全
額

納
付
し
た
場
合
よ
り
少
な
く
な
り
ま

す
。
追
納
制
度
で
は
免
除
な
ど
の
承

認
を
受
け
た
期
間
の
過
去
10
年
以
内

で
あ
れ
ば
保
険
料
を
納
め
る
こ
と
が

で
き
、
受
給
額
を
増
や
す
こ
と
が
で

き
ま
す
。
免
除
な
ど
を
受
け
た
期
間

か
ら
３
年
度
以
上
経
過
後
に
追
納
す

る
場
合
は
当
時
の
保
険
料
額
に
加
算

額
が
上
乗
せ
さ
れ
ま
す
。

※
追
納
制
度
を
利
用
す
る
場
合
は
申

し
込
み
が
必
要

申
込
・
問
合
先　

守
口
年
金
事
務
所

　

☎
０
６（
６
９
９
２
）３
０
３
１

12
月
２
日
㈪
に
健
康
保
険
証
を
廃
止

　

法
令
改
正
に
よ
り
マ
イ
ナ
保
険
証

を
基
本
と
す
る
仕
組
み
に
変
わ
る
こ

と
か
ら
、
現
行
の
健
康
保
険
証
は
12

月
２
日
㈪
以
降
、
新
規
発
行
や
再
発

行
が
で
き
な
く
な
り
ま
す
。
保
険
証

は
廃
止
日
以
降
も
有
効
期
限
ま
で
引

き
続
き
使
え
ま
す
。

　

市
国
民
健
康
保
険
加
入
者
へ
７
年

10
月
31
日
㈮
ま
で
有
効
の
保
険
証
を

10
月
下
旬
に
送
り
ま
す
。

　

廃
止
日
以
降
、
マ
イ
ナ
保
険
証
を

持
っ
て
い
な
い
人
が
保
険
証
を
紛
失

し
た
と
き
な
ど
は
、
保
険
証
に
代
わ

る
資
格
確
認
書
を
発
行
し
ま
す
。

※
詳
し
く
は
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
参
照

問
合
先　

健
康
保
険
課

　

☎
０
６（
６
９
０
２
）５
６
９
７

実
物
大
耐
震
シ
ェ
ル
タ
ー
の

展
示
会

　

耐
震
シ
ェ
ル
タ
ー
は
地
震
時
に
身

を
守
る
た
め
、
建
物
の
中
に
設
置
す

る
家
庭
用
の
避
難
所
で
す
。

と
き　

８
月
23
日
㈮
～
９
月
13
日
㈮

の
平
日

　

午
前
９
時
～
午
後
５
時
30
分

※
８
月
23
日
㈮
は
午
後
１
時
か
ら
、

９
月
13
日
㈮
は
午
後
２
時
ま
で

※
事
前
申
込
不
要

と
こ
ろ　

門
真
中
町
ビ
ル

　

１
階
ラ
ウ
ン
ジ

◆
耐
震
シ
ェ
ル
タ
ー
設
置
補
助

対
象

　

昭
和
56
年
５
月
31
日
以
前
に
建
て

ら
れ
た
耐
震
診
断
結
果
の
評
点
が

１
・
０
未
満
の
長
屋
、
共
同
住
宅

を
含
む
木
造
住
宅

補
助
額　

費
用
の
５
分
の
４

※
上
限
30
万
円

※
そ
の
ほ
か
条
件
あ
り
。
詳
し
く
は

カ
ド
マ
と
タ
ク
ミ　
ｖ
ｏ
ｌ
．19

　

夜
で
も
子
連
れ
で
ゆ
っ
く
り
楽
し

め
る
マ
ル
シ
ェ
を
開
催
し
ま
す
。

と
き　

８
月
17
日
㈯

　

午
後
５
時
～
９
時

と
こ
ろ　

ト
ラ
イ
ア
ル
パ
ー
ク

　

（
旧
門
真
プ
ラ
ザ
駐
車
場
）

問
合
先　

都
市
政
策
課

　

☎
０
６（
６
９
０
２
）６
２
３
８

問
い
合
わ
せ

問
合
先　

建
築
指
導
課

　

☎
０
６（
６
９
０
２
）６
３
４
１

８
月
は
道
路
ふ
れ
あ
い
月
間

８
月
10
日
は｢

道
の
日｣

　
渡
り
ま
す
　
元
気
な
命
が 

　
　
　
　
　
　
　
　
歩
い
て
ま
す

　

道
路
の
役
割
と
重
要
性
を
再
認
識

す
る
た
め
の
国
民
的
運
動
で
す
。
生

活
に
欠
か
せ
な
い
道
路
を
常
に
広
く

美
し
く
す
る
気
持
ち
を
持
ち
続
け
、

安
全
に
利
用
し
ま
し
ょ
う
。

全
国
瞬
時
警
報
シ
ス
テ
ム

（
Ｊ
ア
ラ
ー
ト
）

全
国
一
斉
情
報
伝
達
試
験

　

当
日
は
、
市
内
50
カ
所
の
ス
ピ
ー

カ
ー
か
ら
一
斉
に
音
声
が
流
れ
ま
す
。

災
害
時
な
ど
の
情
報
伝
達
体
制
に
万

全
を
期
す
た
め
の
訓
練
で
す
の
で
、

ご
理
解
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

と
き

　

８
月
28
日
㈬
午
前
11
時

放
送
内
容

　

上
り
チ
ャ
イ
ム
音

　

「
こ
れ
は
Ｊ
ア
ラ
ー
ト
で
す
」

　

（
３
回
繰
り
返
し
）

　

下
り
チ
ャ
イ
ム
音

弾
道
ミ
サ
イ
ル
が
飛
来
す
る

お
そ
れ
が
あ
る
時
の
行
動
を

確
認
し
ま
し
ょ
う

　

Ｊ
ア
ラ
ー
ト
か
ら
緊
急
情
報
が
流

れ
た
ら
次
の
行
動
を
と
り
ま
し
ょ
う
。

屋
外
に
い
る
場
合

　

近
く
の
建
物
や
地
下
施
設
に
逃
げ

る
。
近
く
に
建
物
が
な
い
場
合
は

伏
せ
る

屋
内
に
い
る
場
合

　

窓
か
ら
離
れ
る

問
合
先　

危
機
管
理
課

　

☎
０
６（
６
９
０
２
）５
８
１
２

大
阪
８
８
０
万
人
訓
練

　

訓
練
当
日
は
訓
練
用
エ
リ
ア
メ
ー

ル
や
緊
急
速
報
メ
ー
ル
が
届
き
ま
す
。

着
信
時
間　

９
月
３
日
㈫

◦
府
の
メ
ー
ル
…
午
後
３
時
３
分

◦
市
の
メ
ー
ル
…
午
後
３
時
５
分

※
マ
ナ
ー
モ
ー
ド
で
も
音
が
鳴
る
た

め
注
意

※
詳
し
く
は
府
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
参
照

◆
日
ご
ろ
か
ら
備
え
ま
し
ょ
う

◦
家
具
は
留
め
具
で
固
定

◦
非
常
持
ち
出
し
品
の
準
備

◦
ラ
ジ
オ
、
懐
中
電
灯
な
ど
の
電
池

を
点
検

◦
避
難
後
に
再
会
す
る
場
所
の
確
認

問
合
先

　

大
阪
８
８
０
万
人
訓
練
実
行
委
員

会
事
務
局

　

☎
０
６（
６
９
４
１
）０
３
５
１

　

府
民
お
問
合
わ
せ
セ
ン
タ
ー

　

☎
０
６（
６
９
１
０
）８
０
０
１

　拡充後、初回の支払い月は６年12月です。手続き方
法などは決まり次第、市ホームページなどに掲載しま
す。変更点は次のとおりです。
①支給対象　高校生年代まで
※18歳到達後の最初の年度末まで
②所得制限　なし
③手当月額
◦３歳未満…１万5000円
※第３子以降は３万円
◦３歳～高校生年代…１万円
※第３子以降は３万円
※多子加算のカウント方法は大学生に限らず22歳年度
末までの子が親の経済的負担がある場合に対象

④支払期月　年６回（偶数月）
問合先
　こども政策課　☎０６(６９０２)６１８６

問合先　こども政策課　☎０６(６９０２)６１８６

手当月額（６年11月分以降）
対象児童数 全部支給 一部支給
３人目以降 １万750円 5380円～１万740円

※�手当の月額は物価スライド制、改定の可能性あり
※１人・２人目は変更なし

所得制限限度額表（６年11月分以降）

扶養親族
等の数

受給資格者本人
全部支給 一部支給

年収（目安） 所得額（未満） 年収（目安） 所得額（未満）
０人 142万円 69万円 334.3万円 208万円
１人 190万円 107万円 385万円 246万円
２人 244.3万円 145万円 432.5万円 284万円
３人 298.6万円 183万円 480万円 322万円
４人 352.9万円 221万円 527.5万円 360万円
５人 401.3万円 259万円 575万円 398万円

◆
道
路
を
快
適
に
使
う
ポ
イ
ン
ト

◦
ご
み
や
空
き
缶
な
ど
を
捨
て
な
い

◦
看
板
類
や
商
品
な
ど
を
道
路
に
は

み
出
し
設
置
し
な
い

◦
違
法
駐
車
や
自
転
車
な
ど
の
放
置

を
し
な
い

◆
道
路
付
属
施
設

　

道
路
照
明
灯
、
カ
ー
ブ
ミ
ラ
ー
、

ガ
ー
ド
レ
ー
ル
、
排
水
施
設
な
ど
の

道
路
付
属
施
設
の
故
障
や
道
路
に
穴

が
あ
る
と
事
故
に
つ
な
が
る
恐
れ
が

あ
り
ま
す
。
お
気
づ
き
の
際
は
ご
連

児童手当制度
10月分（12月支給）から変更

児童扶養手当制度
11月分（７年１月支給）から変更

　門真市役所の職員を名乗る人から「還付金
がある」などという不審な電話がかかってい
ます。ATMで還付金手続きはできません。
　不審な電話があった際は一度電話を切り、
家族や警察、消費生活センターに相談しまし
ょう。
問合先　消費生活センター
　☎０６(６９０２)７２４９

還付金詐欺の電話にご注意を
販売場所　魅力発信課
販売価格　１枚1500円
サイズ
　男女共用Ｓ～LL
※数に限りあり
問合先
　魅力発信課
　☎０６(６９０２)５６０５

ガラスケデザインのＴシャツ販売中

絡
く
だ
さ
い
。
市
公
式
Ｌ
Ｉ
Ｎ
Ｅ
で

も
通
報
が
で
き
ま
す
。
詳
し
く
は
市

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

市
公
式
Ｌ
Ｉ
Ｎ
Ｅ
か
ら
の
通
報
方
法

◦
ト
ッ
プ
メ
ニ
ュ
ー
か
ら
①
②
を
タ

ッ
プ

◦
写
真
・
位
置
情
報
・
日
付
な
ど
の

情
報
提
供
に
同
意
す
る

◦
「
通
報
の
手
順
」
に
従
っ
て
通
報

内
容
を
送
信
す
る

問
合
先　

道
路
公
園
課

　

☎
０
６（
６
９
０
２
）６
４
８
７

保

険

防

災

年

金

ま
ち
づ
く
り

1

2

4広報かどま　令和６年（2024年）８月号


